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(57)【要約】
【課題】美観に優れ所定の方向から見た場合に高い視認
性を有する透明基材、およびその製造方法を提供する。
【解決手段】表面の少なくとも一部に屈曲面を有する基
材と、前記屈曲面の中央領域および端部領域上に設けら
れた防眩層とを備え、前記中央領域の６０°鏡面光沢度
と、前記端部領域の６０°鏡面光沢度との差の絶対値が
２０％超であることを特徴とする透明基材。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面の少なくとも一部に屈曲面を有する基材と、
　前記屈曲面の中央領域および端部領域上に設けられた防眩層とを備え、
　前記中央領域の６０°鏡面光沢度と、前記端部領域の６０°鏡面光沢度との差の絶対値
が２０％超であることを特徴とする透明基材。
【請求項２】
　前記中央領域の６０°鏡面光沢度が、前記端部領域の６０°鏡面光沢度よりも小さい、
請求項１に記載の透明基材。
【請求項３】
　前記中央領域の６０°鏡面光沢度が３０％以上１２０％未満であり、かつ前記端部領域
の６０°鏡面光沢度が６０％～１４０％である、請求項２に記載の透明基材。
【請求項４】
　前記中央領域の６０°鏡面光沢度が８０％以上１２０％未満であり、かつ前記端部領域
の６０°鏡面光沢度が１００％～１４０％である、請求項３に記載の透明基材。
【請求項５】
　前記防眩層は、前記屈曲面の中央領域から屈曲方向端部領域に向かって表面粗さＲａが
小さくなる、請求項４に記載の透明基材。
【請求項６】
前記中央領域の６０°鏡面光沢度が、前記端部領域の６０°鏡面光沢度よりも大きい、請
求項１に記載の透明基材。
【請求項７】
　前記端部領域の６０°鏡面光沢度が３０％以上１２０％未満であり、かつ前記中央領域
の６０°鏡面光沢度が６０％～１４０％である、請求項６に記載の透明基材。
【請求項８】
　前記端部領域の６０°鏡面光沢度が８０％以上１２０％未満であり、かつ前記中央領域
の６０°鏡面光沢度が１００％～１４０％である、請求項７に記載の透明基材。
【請求項９】
　前記防眩層は、前記屈曲面の中央領域から屈曲方向端部領域に向かって表面粗さＲａが
大きくなる、請求項８に記載の透明基材。
【請求項１０】
　前記防眩層は、前記基材の表面の少なくとも一部がエッチングされた粗面化層である、
請求項１～９のいずれか１項に記載の透明基材。
【請求項１１】
　前記防眩層は、前記基材の表面上の少なくとも一部に成膜された、シリカを主成分とす
る層である、請求項１～９のいずれか１項に記載の透明基材。
【請求項１２】
　前記基材が複数の屈曲面を有する、請求項１に記載の透明基材。
【請求項１３】
　前記基材がガラスである、請求項１～１２のいずれか一項に記載の透明基材。
【請求項１４】
　前記ガラスの表面には圧縮応力層がある、請求項１３に記載の透明基材。
【請求項１５】
　前記基材の裏面の少なくとも一部に印刷層を有する、請求項１～１４のいずれか一項に
記載の透明基材。
【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれか一項に記載の透明基材からなるカバーガラスとディスプレイ
とを備える表示装置。
【請求項１７】
　車載用である、請求項１６に記載の表示装置。
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【請求項１８】
　表面の少なくとも一部に屈曲面を有する基材を用意する工程と、
　前記基材を処理液に浸漬する工程と、
　浸漬後、前記屈曲面内で６０°鏡面光沢度が最大である領域と最小である領域における
６０°鏡面光沢度の差の絶対値が２０％超となるように前記基材を前記処理液から取り出
す工程とを備えることを特徴とする透明基材の製造方法。
【請求項１９】
　表面の少なくとも一部に屈曲面を有する基材を用意する工程と、
　前記基材の屈曲面上にノズルを位置させる工程と、
　前記ノズルからケイ素を含む塗布液を吐出し、前記基材上に塗膜を形成する工程と、
　前記塗膜を焼成する工程とを備え、
　前記ノズルの吐出口の面積が、前記ノズルの方向から見たときの前記基材の面積の２０
％以下であることを特徴とする透明基材の製造方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屈曲面を有する透明基材およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　各種機器（たとえば、テレビ、パーソナルコンピュータ、スマートフォン、携帯電話等
）に備え付けられた画像表示装置（たとえば、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ
、プラズマディスプレイ等）においては、室内照明（蛍光灯等）、太陽光等の外光が表示
面に映り込むと、反射像によって視認性が低下する。近年、湾曲や屈曲した表示面を有す
る画像表示装置が使用されつつあり、この映り込み抑制がより重要となっている。
　外光の映り込みを抑制する方法として、凹凸構造を表面に有する防眩膜を、画像表示装
置の表示面に配置し、外光を拡散反射させることで、反射像を不鮮明にする方法がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－０５８６４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、湾曲や屈曲した基材の場合、用途や適用するデバイスによっては、基材全面に
亘って均質な防眩性能を付与するのでは無く、湾曲面等の状態に応じて防眩性能を制御す
るニーズも存在する。特に車載用等のディスプレイの前面板に用いるような場合では、美
観に優れ、視認性が高い表示装置とするために所定の方向からは防眩性が高く、別方向か
らは防眩性が低く見えるような形態が好まれる場合があることが分かってきている。
【０００５】
　上記に鑑みて、本発明は美観に優れ所定の方向から見た場合に高い視認性を有する透明
基材、およびその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様に係る透明基材は、表面の少なくとも一部に屈曲面を有する基材と、前
記屈曲面の中央領域および端部領域上に設けられた防眩層とを備え、前記中央領域の６０
°鏡面光沢度と、前記端部領域の６０°鏡面光沢度との差の絶対値が２０％超であること
を特徴とする。
　本発明の一態様に係る透明基材の製造方法は、表面の少なくとも一部に屈曲面を有する
基材を用意する工程と、前記基材を処理液に浸漬する工程と、浸漬後、前記屈曲面内で６
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０°鏡面光沢度が最大である領域と最小である領域における６０°鏡面光沢度の差の絶対
値が２０％超となるように前記基材を前記処理液から取り出す工程とを備えることを特徴
とする。
　また、本発明の別態様に係る透明基材の製造方法は、表面の少なくとも一部に屈曲面を
有する基材を用意する工程と、前記基材の屈曲面上にノズルを位置させる工程と、前記ノ
ズルからケイ素を含む塗布液を吐出し、前記基材上に塗膜を形成する工程と、前記塗膜を
焼成する工程とを備え、前記ノズルの吐出口の面積が、前記ノズルの方向から見たときの
前記基材の面積の２０％以下であることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　美観に優れ所定の方向から見た場合に高い視認性を有する透明基材、およびその製造方
法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態に係る透明基材を模式的に示した断面図である
。
【図２】図２は、本発明の第２の実施形態に係る透明基材を模式的に示した断面図である
。
【図３】図３は、本発明の第３の実施形態に係る透明基材を模式的に示した断面図である
。
【図４】図４は、本発明の第１の実施形態に係る透明基材の製造方法の一形態を模式的に
示した断面図である。
【図５】図５は、本発明の第１の実施形態に係る透明基材の製造方法の別形態を模式的に
示した断面図である。
【図６】図６は、本発明の第２の実施形態に係る透明基材の製造方法の一形態を模式的に
示した断面図である。
【図７】図７は、本発明の第２の実施形態に係る透明基材の製造方法の別形態を模式的に
示した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下の用語の定義は、本明細書および特許請求の範囲にわたって適用される。
　「屈曲部」とは、平均曲率がゼロでない部分を意味する。
　「屈曲面」とは、屈曲部を有する面を意味する。
　「シリカ前駆体」とは、焼成することによってＳｉＯ２を主成分とするマトリックスを
形成し得る物質を意味する。
　「主成分」とは、物質を構成する成分のうち、当該物質に９０質量％以上含まれる成分
を意味する。
　「鱗片状粒子」とは、扁平な形状を有する粒子を意味する。粒子の形状は、透過型電子
顕微鏡（以下、ＴＥＭとも記す。）を用いて確認できる。
　「６０゜鏡面光沢度」は、ＪＩＳ　Ｚ８７４１：１９９７（ＩＳＯ２８１３：１９９４
）に記載された方法によって、裏面（防眩層が形成された側とは反対側の面）反射を消さ
ずに測定される。一般的に、６０°鏡面光沢度が低いと防眩性が増す。一方で、６０°鏡
面光沢度が高いと、ディスプレイのカバーガラスとして使用した場合には、視認性が増し
解像度が良好となる。
　「ヘイズ率」は、ＪＩＳ　Ｋ７１３６：２０００（ＩＳＯ１４７８２：１９９９）に記
載された方法によって測定される。
　「算術平均粗さＲａ」は、ＪＩＳ　Ｂ０６０１：２００１（ＩＳＯ４２８７：１９９７
）に記載された方法によって測定される。
　「平均粒子径」は、体積基準で求めた粒度分布の全体積を１００％とした累積体積分布
曲線において５０％となる点の粒子径、すなわち体積基準累積５０％径（Ｄ５０）を意味
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する。粒度分布は、レーザ回折／散乱式粒子径分布測定装置で測定した頻度分布および累
積体積分布曲線で求められる。
　「アスペクト比」は、粒子の厚さに対する最長長さの比（最長長さ／厚さ）を意味し、
「平均アスペクト比」は、無作為に選択された５０個の粒子のアスペクト比の平均値であ
る。粒子の厚さは、原子間力顕微鏡（以下、ＡＦＭとも記す。）によって測定され、最長
長さは、ＴＥＭによって測定される。
【００１０】
　＜透明基材＞
　（第１の実施形態）
　本発明の第１の実施形態に係る透明基材は、例えば、図１に示すように、表面の少なく
とも一部に屈曲面を有する基材１と、基材１の屈曲面上に設けられた防眩層２を有する。
以下、図１を使用して本発明の第１の実施形態に係る透明基材を説明する。なお、基材に
おいて表面とは防眩層２が設けられた側の面のことであり、表面と裏面とは、その組成や
状態が同じであっても異なっていてもよい。図１に示す透明基材にあっては、基材のうち
凸面側が表面、凹面側が裏面である。
【００１１】
　防眩層とは所定の粗さの凹凸を有し、主に反射光を散乱させ光源の映り込みによる反射
光の眩しさを低減する効果をもたらす層である。具体的には、防眩層２は、基材１の表面
の少なくとも一部をエッチング等することにより粗面化された層であっても構わないし、
基材１の表面上の少なくとも一部に粗面化層を成膜したものでも構わない。本実施形態に
おいて防眩層２は、基材１の屈曲面の凸面側に設けられている。本実施形態の透明基材は
、同一基材内において屈曲面の中央領域の６０°鏡面光沢度と比べて屈曲面の端部に近い
端部領域の６０°鏡面光沢度が高くなっている。ここで、本実施形態に係る透明基材は中
央領域の６０°鏡面光沢度と、端部領域の６０°鏡面光沢度の絶対値の差が２０％超であ
る。６０°鏡面光沢度の好ましい範囲としては中央領域が３０％以上１２０％未満、端部
領域が６０％～１４０％であり、より好ましい範囲としては中央領域が８０％以上１２０
％未満、端部領域が１００％～１４０％である。
【００１２】
　本実施形態において、屈曲方向とは、屈曲部を断面方向から見た際の円周方向のことを
指す。また、本実施形態において、基材を上に凸になるように平坦面に載置し、平坦面と
の接地点を高さ０％、平坦面と最も遠い距離にある点を高さ１００％とした場合に屈曲面
の中央領域とは９０～１００％の高さの領域のことを指し、屈曲面の端部領域とは０～１
０％の高さの領域のことを指す。
【００１３】
　屈曲部の曲率半径の上限値は特に制限はないが、５０００ｍｍ以下が好ましく、３００
０ｍｍ以下がより好ましく、１０００ｍｍ以下がさらに好ましく、５００ｍｍ以下が特に
好ましい。曲率半径が５０００ｍｍ以下であれば、本実施形態における中央領域と端部領
域との６０°鏡面光沢度の差などの光学特性を調整しやすい。
　屈曲部の曲率半径の下限値も特に制限はないが、１ｍｍ以上が好ましく、５ｍｍ以上が
より好ましく、１０ｍｍ以上がさらに好ましい。屈曲部の曲率半径が１ｍｍ以上であれば
、屈曲面を有する基材の周辺部にある他部材と、滑らかに接続したデザインが得られやす
い。
【００１４】
　屈曲部の曲げ深さの上限値は特に制限はないが、１０００ｍｍ以下が好ましく、８００
ｍｍ以下がより好ましく、５００ｍｍ以下がさらに好ましく、２００ｍｍ以下が特に好ま
しい。１０００ｍｍ以下の曲げ深さを有する屈曲部を有する基材であれば、本実施形態に
おける中央領域と端部領域との６０°鏡面光沢度の差などの光学特性を調整しやすい。
　屈曲部の曲げ深さの下限値も特に制限はないが、３ｍｍ以上が好ましく、５ｍｍ以上が
より好ましく、１０ｍｍ以上がさらに好ましく、２０ｍｍ以上が特に好ましい。屈曲部の
曲げ深さが３ｍｍ以上であれば、屈曲部を有する基材の周辺部にある他部材と滑らかに接
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続したデザインが得られやすい。また屈曲面を有する基材の材質がガラスの場合、基材の
剛性が向上し、組み付け工程時の変形抑制や、使用時の指での押し圧による不用意な変形
を抑制できる。
　なお、曲げ深さは、屈曲部を有する基材の厚さ方向断面視で、同一の主面における２つ
の端部を結ぶ直線と、この直線と平行となる直線のうち、屈曲部に接する接線との距離を
いう。
【００１５】
　屈曲面を有する基材は、その屈曲面にひねり構造を有してもよい。ここでいう「ひねり
」とは、屈曲面における曲率半径が一定である必要はなく、開き角が一定である必要もな
い、これら条件により得られる形状を示す。また屈曲面を有する基材は平坦部を有しても
よい。
【００１６】
　防眩層２の表面粗さＲａは、０．０１μｍ以上０．７μｍ以下が好ましく、０．０２μ
ｍ以上０．４μｍ以下がより好ましい。防眩層２は屈曲面の中央領域から屈曲方向端部領
域に向かって表面粗さＲａが小さくなっていても構わない。このような構成では、中央領
域と端部領域で表面粗さＲａが異なることにより、触った際に中央領域と端部領域の位置
の違いを触感でも感じることが出来る。
【００１７】
　基材１の材料としては、ガラスや樹脂等が挙げられる。ガラスを用いる場合は化学強化
ガラスを使用することが好ましい。すなわち、ガラスの表面に圧縮応力層があることが好
ましい。化学強化ガラスを用いる場合には、化学強化ガラスの表面圧縮応力の最大値を５
００ＭＰａ以上かつ圧縮応力層深さを１０μｍ以上とすることが好ましい。上記の範囲と
することで、樹脂と比較して優れた強度と耐擦傷性を有する基材とし、ディスプレイのカ
バーガラスとして好適に使用できる。
　ガラス組成がＳｉＯ2を６０モル％以上、かつＡｌ2Ｏ3を８モル％以上含有するアルミ
ノシリケートガラスであると、さらに大きな表面圧縮応力および圧縮応力層深さを実現で
きるため、安全性が重視される車載用のディスプレイのカバーガラスに好適である。ガラ
スを用いる場合には基材１の厚さは０．５～３ｍｍ程度である。
【００１８】
　基材１上に成膜することによって粗面化層を設けて防眩層２とする場合には、防眩層２
はシリカをマトリックスの主成分とする膜を成膜することが好ましい。このマトリックス
中に鱗片状粒子を含有することが防眩層の光学特性、例えば６０°鏡面光沢度を所望の値
に調整しやすい点からさらに好ましい。鱗片状粒子としては、例えば鱗片状シリカ粒子、
鱗片状アルミナ粒子、鱗片状チタニア粒子、鱗片状ジルコニア粒子等が挙げられる。鱗片
状粒子は、１種または２種以上含有することが好ましい。鱗片状シリカ粒子の場合、鱗片
状シリカ粒子のＳｉＯ２純度は、９０質量％以上が好ましく、９５質量％以上がより好ま
しい。
【００１９】
　鱗片状粒子の平均アスペクト比は、５０～６５０が好ましく、１００～３５０がより好
ましく、１７０～２４０がさらに好ましい。鱗片状粒子の平均アスペクト比が５０以上で
あれば、防眩層２の膜厚が厚くても防眩層２のクラックや膜剥がれの発生を抑えることが
出来る。また、鱗片状粒子の平均アスペクト比が６５０以下であれば、防眩層２の塗布組
成物中における分散安定性が良好となる。鱗片状粒子の平均粒子径は、０．０８～０．４
２μｍが好ましく、０．１７～０．２１μｍがより好ましい。
【００２０】
　鱗片状シリカ粒子は、薄片状のシリカ１次粒子、または複数枚の薄片状のシリカ１次粒
子が、互いに面間が平行的に配向し重なって形成されるシリカ２次粒子である。シリカ２
次粒子は、通常、積層構造の粒子形態を有する。鱗片状シリカ粒子は、シリカ１次粒子お
よびシリカ２次粒子のいずれか一方のみであってもよく、両方であってもよい。
【００２１】
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　シリカ１次粒子の厚さは、０．００１～０．１μｍが好ましい。シリカ１次粒子の厚さ
が前記範囲内であれば、互いに面間が平行的に配向して１枚または複数枚重なった鱗片状
のシリカ２次粒子を形成できる。シリカ１次粒子の厚さに対する最小長さの比（最少長さ
／厚さ）は、２以上が好ましく、５以上がより好ましく、１０以上がさらに好ましい。
【００２２】
　シリカ２次粒子の厚さは、０．００１～３μｍが好ましく、０．００５～２μｍがより
好ましい。シリカ２次粒子の厚さに対する最小長さの比は、２以上が好ましく、５以上が
より好ましく、１０以上がさらに好ましい。シリカ２次粒子は、融着することなく互いに
独立に存在していることが好ましい。
【００２３】
　本実施形態の透明基材は、防眩層２上に各種機能膜を備えていても構わない。このよう
な機能膜の具体例としては、反射防止膜、防汚膜、赤外線カット膜、紫外線カット膜、撥
水膜、静電防止膜などが挙げられる。上記の膜のいずれか１つを備えても良いし、複数組
み合わせても構わない。
【００２４】
　反射防止膜の構成としては光の反射を抑制できる構成であれば特に限定されず、例えば
、波長５５０ｎｍでの屈折率が１．７０～２．７０の高屈折率層と屈折率が１．３０～１
．５５の低屈折率層とを積層した構成、もしくは、膜マトリックス中に中空粒子や空孔を
混在させた波長５５０ｎｍでの屈折率が１．２～１．４の層を含む構成とすることができ
る。
【００２５】
　高屈折率層、低屈折率層の材料は特に限定されず、要求される反射防止性の程度や生産
性等を考慮して適宜選択できる。高屈折率層を構成する材料としては、例えば酸化ニオブ
（Ｎｂ２Ｏ５）、酸化チタン（ＴｉＯ２）、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２）、酸化タンタ
ル（Ｔａ２Ｏ５）及び窒化ケイ素（ＳｉＮ）からなる群より選択された１種以上を好まし
く使用できる。低屈折率層を構成する材料としては、酸化ケイ素（ＳｉＯ２）、ＳｉとＳ
ｎとの混合酸化物を含む材料、ＳｉとＺｒとの混合酸化物を含む材料及びＳｉとＡｌとの
混合酸化物を含む材料からなる群より選択された１種以上を好ましく使用できる。
【００２６】
　防汚膜が形成される場合、防眩層２上またはその他機能膜上の最外層に設けられること
が好ましい。防汚膜の厚さは、特に限定されないが、防汚膜が含フッ素有機ケイ素化合物
被膜からなる場合、膜厚は２～２０ｎｍが好ましく、２～１５ｎｍがより好ましく、２～
１０ｎｍがさらに好ましい。
【００２７】
　防汚膜を形成した最外層の面の静止摩擦係数は１．０以下が好ましく、０．９以下がよ
り好ましく、０．８以下がさらに好ましい。静止摩擦係数が１．０以下であれば、人間の
指が透明基材の表面に触れる際に指滑り性が良い。また、動摩擦係数は０．０２以下が好
ましく、０．０１５以下がより好ましく、０．０１以下がさらに好ましい。
【００２８】
　最外層の面の静止摩擦係数や動摩擦係数は、例えば、以下のように測定できる。トリニ
ティーラボ社製触角評価測定機ＴＬ２０１Ｔｓにおいて、測定したい基材の最外層に、同
社製擬似指接触子を、荷重３０ｇかけた状態で置く。これを１０ｍｍ／秒の速度で、基材
の最外層の上を移動させ、静止摩擦係数と動摩擦係数を測定する。前記接触子が静止状態
から動き始めた際の摩擦係数を静止摩擦係数、前記接触子が移いている際の摩擦係数を動
摩擦係数と定義する。
【００２９】
　以上、示したように、本発明の第１の実施形態に係る透明基材は、図１に示すように基
材１のうち凸面側である屈曲面上の中央領域及び端部領域上に防眩層２が設けられている
。例えば、この透明基材は車載用のディスプレイのカバーガラスとして使用出来る。通常
、表示装置が運転席と助手席の間に設けられた場合、運転者及び助手席の乗員は、ディス
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プレイの端部領域の方向からカバーガラスを通して見ることになる。そうすると、ディス
プレイの中央領域の面に対応するカバーガラスの表面から反射してくる光が多いと、ディ
スプレイが見づらくなってしまう。
【００３０】
　一方、本実施形態の透明基材をカバーガラスとして使用し、ディスプレイと組み合わせ
た表示装置の場合、カバーガラスの端部領域の６０°鏡面光沢度を高くすることにより、
運転者及び助手席の乗員のディスプレイの映像の視認性を高められるとともに、カバーガ
ラスの中央領域の６０°鏡面光沢度を低くして反射光を効果的に抑制できる。なお、カバ
ーガラスの中央領域から端部領域に向かって防眩層の表面粗さＲａが小さくなると、中央
領域に近づくにつれてカバーガラスの手触り感が向上するため、中央領域に操作ボタン等
を配置すると手触りで操作ボタンを認識できるためより好ましい。
【００３１】
　（第２の実施形態）
　本発明の第２の実施形態に係る透明基材は、例えば、図２に示すように、屈曲面を表面
に有する基材３と、基材３の屈曲面上に設けられた防眩層４を有する。以下、図２を使用
して本発明の第２の実施形態に係る透明基材を説明する。
【００３２】
　防眩層４は所定の粗さの凹凸を有し、主に反射光を散乱させ光源の映り込みによる反射
光の眩しさを低減する効果をもたらす層である。防眩層４は、基材３の表面の少なくとも
一部をエッチング等することにより粗面化された層であっても構わないし、基材３の表面
上に塗膜等を成膜することによって粗面化層を設けたものでも構わない。本実施形態にお
いて防眩層４は、基材３の屈曲面の凹面側を表面とし、その上に設けられている。本実施
形態の透明基材は、同一基材内において屈曲面の中央領域の６０°鏡面光沢度と比べて屈
曲面の端部に近い端部領域の６０°鏡面光沢度が低くなっている。
【００３３】
　ここで、本実施形態に係る透明基材は中央領域の６０°鏡面光沢度と、端部領域の６０
°鏡面光沢度の絶対値の差が２０％超である。６０°鏡面光沢度の好ましい範囲としては
中央領域が６０％～１４０％、端部領域が３０％以上１２０％未満であり、より好ましい
範囲としては中央領域が１００％～１４０％、端部領域が８０％以上１２０％未満である
。ここで、屈曲方向とは、屈曲部を断面方向から見た際の円周方向のことを指す。本実施
形態が前記した第１の実施形態と異なる点は、防眩層４が設けられている面が基板に対し
て反対側である点であり、中央領域に比べ端部領域の６０°鏡面光沢度が低くなる点であ
る。材料・形状等は第１の実施形態と同様のものを使用出来る。
【００３４】
　防眩層４の表面粗さＲａは、０．０１μｍ以上０．５μｍ以下が好ましく、０．０５μ
ｍ以上０．３μｍ以下がさらに好ましい。防眩層４は屈曲面の中央領域から屈曲方向端部
領域に向かって表面粗さＲａが大きくなっていても構わない。このような構成では、中央
領域と端部領域で表面粗さＲａが異なることにより、触った際に中央領域と端部領域の位
置の違いを触感でも感じられる。
【００３５】
　基材３の材料は、前記した第１の実施形態と同様のものを用いることが出来る。基材３
上に成膜することによって粗面化層を設けて防眩層４とする場合には、防眩層４はシリカ
をマトリックスの主成分とする膜を製膜することが好ましい。このマトリックス中に鱗片
状粒子を含有することが防眩層の光学特性、例えば６０°鏡面光沢度を所望の値に調整し
やすい点からさらに好ましい。鱗片状粒子としては、例えば鱗片状シリカ粒子、鱗片状ア
ルミナ粒子、鱗片状チタニア粒子、鱗片状ジルコニア粒子等が挙げられる。鱗片状粒子は
、１種または２種以上含有することが好ましい。鱗片状シリカ粒子は前記した第１の実施
形態と同様のものを使用出来る。
【００３６】
　本実施形態の透明基材は、防眩層４上に各種機能膜を備えていても構わない。このよう
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な機能膜の具体例としては、反射防止膜、防汚膜、赤外線カット膜、紫外線カット膜、撥
水膜、静電防止膜などが挙げられる。上記の膜のいずれかを１つを備えても良いし、複数
組み合わせても構わない。
【００３７】
　反射防止膜の構成としては光の反射を抑制できる構成であれば特に限定されず、例えば
、波長５５０ｎｍでの屈折率が１．７０～２．７０の高屈折率層と屈折率が１．３０～１
．５５の低屈折率層とを積層した構成、もしくは、膜マトリックス中に中空粒子や空孔を
混在させた波長５５０ｎｍでの屈折率が１．２～１．４の層を含む構成とできる。
【００３８】
　高屈折率層、低屈折率層の材料は特に限定されず、要求される反射防止性の程度や生産
性等を考慮して適宜選択できる。高屈折率層を構成する材料としては、例えば酸化ニオブ
（Ｎｂ２Ｏ５）、酸化チタン（ＴｉＯ２）、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２）、酸化タンタ
ル（Ｔａ２Ｏ５）及び窒化ケイ素（ＳｉＮ）からなる群より選択された１種以上を好まし
く使用できる。低屈折率層を構成する材料としては、酸化ケイ素（ＳｉＯ２）、ＳｉとＳ
ｎとの混合酸化物を含む材料、ＳｉとＺｒとの混合酸化物を含む材料及びＳｉとＡｌとの
混合酸化物を含む材料からなる群より選択された１種以上を好ましく使用できる。
【００３９】
　防汚膜が形成される場合、防眩層４上またはその他機能膜上の最外層に設けられること
が好ましい。防汚膜の厚さは、特に限定されないが、防汚膜が含フッ素有機ケイ素化合物
被膜からなる場合、膜厚は２～２０ｎｍが好ましく、２～１５ｎｍがより好ましく、２～
１０ｎｍがさらに好ましい。
【００４０】
　防汚膜を形成した最外層の面の静止摩擦係数は１．０以下が好ましく、０．９以下がよ
り好ましく、０．８以下がさらに好ましい。静止摩擦係数が１．０以下であれば、人間の
指が透明基材の表面に触れる際に指滑り性が良い。また、動摩擦係数は０．０２以下が好
ましく、０．０１５以下がより好ましく、０．０１以下がさらに好ましい。なお、静止摩
擦係数と動摩擦係数とは上述の装置を使用した方法により測定できる。
【００４１】
　以上、示したように、本発明の第２の実施形態に係る透明基材は、図２に示すように基
材３のうち凹面側である屈曲面上の中央領域及び端部領域に防眩層が設けられている。例
えば、この透明基材は車載用のディスプレイのカバーガラスとして使用出来る。通常、カ
バーガラスとディスプレイとを備えた表示装置を、カバーガラスの中央領域に正視してカ
バーガラスを通してディスプレイを見る場合、両サイドの端部領域からの反射光が多いと
画像を鮮明に認識し難くなる恐れがある。
【００４２】
　一方、本実施形態の透明基材をカバーガラスとして使用し、ディスプレイと組み合わせ
た表示装置の場合、端部領域の６０°鏡面光沢度を低くして端部領域からの反射光を抑え
られるとともに、中央領域の６０°鏡面光沢度を高くしてディスプレイ中央領域に正対す
る乗員の画像の視認性を高められる。なお、カバーガラスの中央領域から端部領域に向か
って防眩層の表面粗さＲａが大きくなると、端部領域に近づくにつれてカバーガラスの手
触り感が向上するため、端部領域に操作ボタン等を配置すると手触りで操作ボタンを認識
できるためより好ましい。
【００４３】
　（第３の実施形態）
　本発明の第３の実施形態に係る透明基材は、例えば、図３に示すように、複数の屈曲面
を表面に有する基材５と、基材５の屈曲面上に設けられた防眩層６を有する。以下、図３
を使用して本発明の第３の実施形態に係る透明基材を説明する。
【００４４】
　防眩層６は所定の粗さの凹凸を有し、主に反射光を散乱させ光源の映り込みによる反射
光の眩しさを低減する効果をもたらす層である。防眩層６は、基材５の表面の少なくとも
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一部をエッチング等することにより粗面化された層であっても構わないし、基材５の表面
上に塗膜等を成膜することによって粗面化層を設けたものでも構わない。本実施形態にお
いて基材５は複数の屈曲面を有している。防眩層６は、基材５の前記屈曲面のいずれかに
設けられている。本実施形態の透明基材は、複数存在する各屈曲面それぞれにおいて、防
眩層６が基材５の屈曲面の凸面側に設けられている領域では、屈曲面の中央領域の６０°
鏡面光沢度と比べて屈曲面の端部に近い端部領域の６０°鏡面光沢度が高くなっており、
防眩層６が基材５の屈曲面の凹面側に設けられている領域では、屈曲面の中央領域の６０
°鏡面光沢度と比べて屈曲面の端部に近い端部領域の６０°鏡面光沢度が低くなっている
。第３の実施形態に係る透明基材は、屈曲面の凸面側の中央領域における６０°鏡面光沢
度が最も低く、屈曲面の凹面側の中央領域の中央領域における６０°鏡面光沢度が最も高
い。この時、屈曲面の凸面側および凹面側の端部領域は、凸面側および凹面側の中央領域
の６０°鏡面光沢度の範囲に入る６０°鏡面光沢度を有する。
【００４５】
　本実施形態では、いずれの屈曲面においても屈曲面の中央領域と屈曲面の端部領域の６
０°鏡面光沢度の差の絶対値は２０％超となっている。ここで、防眩層６が基材５の屈曲
面の凸面側に設けられている領域では、６０°鏡面光沢度の好ましい範囲としては中央領
域が３０％以上１２０％未満、端部領域が６０％～１４０％であり、より好ましい範囲と
しては中央領域が８０％以上１２０％未満、端部領域が１００％～１４０％である。防眩
層６が基材５の屈曲面の凹面側に設けられている領域では、６０°鏡面光沢度の好ましい
範囲としては中央領域が６０％～１４０％、端部領域が３０％以上１２０％未満であり、
より好ましい範囲としては中央領域が１００％～１４０％、端部領域が８０％以上１２０
％未満である。
【００４６】
　ここで、屈曲方向とは、屈曲部を断面方向から見た際の円周方向のことを指す。本実施
形態は前記した第１および第２の実施形態が組み合わさった形態となっており、材料等は
同様のものを使用出来る。
【００４７】
　防眩層６の表面粗さＲａは、０．０１μｍ以上０．５μｍ以下が好ましく、０．０５μ
ｍ以上０．３μｍ以下がさらに好ましい。防眩層６は複数存在する各屈曲面それぞれにお
いて、屈曲面の中央領域から屈曲方向端部領域に向かって表面粗さＲａが変化していても
構わない。防眩層６が基材５の屈曲面の凸面側に設けられている領域では、防眩層６は屈
曲面の中央領域から屈曲方向端部領域に向かって表面粗さＲａが小さくなっており、防眩
層６が基材５の屈曲面の凹面側に設けられている領域では、防眩層６は屈曲面の中央領域
から屈曲方向端部領域に向かって表面粗さＲａが大きくなっていると、触った際に中央領
域と端部領域の位置の違いを触感でも感じられる。
【００４８】
　基材５の材料は、前記した第１の実施形態と同様のものを使用出来る。基材５上に成膜
することによって粗面化層を設けて防眩層６とする場合には、防眩層６はシリカをマトリ
ックスの主成分とする膜を成膜することが好ましい。このマトリックス中に鱗片状粒子を
含有することが防眩層の光学特性、例えば６０°鏡面光沢度を所望の値に調整しやすい点
からさらに好ましい。鱗片状粒子としては、例えば鱗片状シリカ粒子、鱗片状アルミナ粒
子、鱗片状チタニア粒子、鱗片状ジルコニア粒子等が挙げられる。鱗片状粒子は、１種ま
たは２種以上含有することが好ましい。鱗片状シリカ粒子は前記した第１の実施形態と同
様のものを使用出来る。
【００４９】
　本実施形態の透明基材は、防眩層６上に各種機能膜を備えていても構わない。このよう
な機能膜の具体例としては、反射防止膜、防汚膜、赤外線カット膜、紫外線カット膜、撥
水膜、静電防止膜などが挙げられる。上記の膜のいずれかを１つを備えても良いし、複数
組み合わせても構わない。
【００５０】
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　反射防止膜の構成としては光の反射を抑制できる構成であれば特に限定されず、例えば
、波長５５０ｎｍでの屈折率が１．７０～２．７０の高屈折率層と屈折率が１．３０～１
．５５の低屈折率層とを積層した構成、もしくは、膜マトリックス中に中空粒子や空孔を
混在させた波長５５０ｎｍでの屈折率が１．２～１．４の層を含む構成とできる。
【００５１】
　高屈折率層、低屈折率層の材料は特に限定されず、要求される反射防止性の程度や生産
性等を考慮して適宜選択できる。高屈折率層を構成する材料としては、例えば酸化ニオブ
（Ｎｂ２Ｏ５）、酸化チタン（ＴｉＯ２）、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２）、酸化タンタ
ル（Ｔａ２Ｏ５）及び窒化ケイ素（ＳｉＮ）からなる群より選択された１種以上を好まし
く使用できる。低屈折率層を構成する材料としては、酸化ケイ素（ＳｉＯ２）、ＳｉとＳ
ｎとの混合酸化物を含む材料、ＳｉとＺｒとの混合酸化物を含む材料及びＳｉとＡｌとの
混合酸化物を含む材料からなる群より選択された１種以上を好ましく使用できる。
【００５２】
　防汚膜が形成される場合、防眩層６上またはその他機能膜上の最外層に設けられること
が好ましい。防汚膜の厚さは、特に限定されないが、防汚膜が含フッ素有機ケイ素化合物
被膜からなる場合、膜厚は２～２０ｎｍが好ましく、２～１５ｎｍがより好ましく、２～
１０ｎｍがさらに好ましい。
【００５３】
　防汚膜を形成した最外層の面の静止摩擦係数は１．０以下が好ましく、０．９以下がよ
り好ましく、０．８以下がさらに好ましい。静止摩擦係数が１．０以下であれば、人間の
指が透明基材の表面に触れる際に指滑り性が良い。また、動摩擦係数は０．０２以下が好
ましく、０．０１５以下がより好ましく、０．０１以下であることがさらに好ましい。な
お、静止摩擦係数と動摩擦係数とは上述の装置を使用した方法により測定できる。
【００５４】
　以上、示したように、本発明の第３の実施形態に係る透明基材は、複数の屈曲面を有す
る基材上に防眩層が設けられている。このような形態とすることによって、領域毎に運転
手または助手席の乗員に適した領域と、その他の乗員に適した領域をそれぞれ提供出来る
。
【００５５】
　＜透明基材の製造方法＞
　（第１の実施形態）
　図４は本発明の第１の実施形態に係る透明基材の製造方法の一形態を模式的に示した断
面図である。以下、図４を使用して本発明の第１の実施形態に係る透明基材の製造方法の
一例を説明する。
【００５６】
　本製造方法は、エッチングによって基材１の表面の屈曲面を粗面化して防眩層２を形成
する方法である。図４に示すように、基材１の屈曲面の凸面側を表面として下にして、処
理槽７に満たされた処理液８に接触させる。その後、屈曲面の凸面側を下にした状態のま
ま、徐々に基材１を引き上げていく。屈曲面の凸面側の中央領域ほど処理液８に接触して
いる時間が長くなるため、屈曲面の端部領域の６０°鏡面光沢度が１００％～１４０％と
すると、屈曲面の端部領域に比べて中央領域の表面粗さＲａが大きくなり、６０°鏡面光
沢度が８０％以上１２０％未満となる。なお、引き上げる速度は求める表面粗さＲａの変
化具合に合わせて適宜変更出来る。なお、６０°鏡面光沢度は表面粗さＲａだけではなく
、最大山高さＲｚや表面粗さＲｍｓ等のパラメータも影響するため、６０°鏡面光沢度の
値に応じて処理条件を調整することが好ましい。
【００５７】
　処理液８は公知のものを適宜使用出来るが、基材１がガラスの場合、フッ化水素溶液や
フッ化水素溶液とその他の溶液の混合溶液等のエッチング液を使用出来る。エッチング液
に浸漬する前にフッ化水素とフッ化アンモニウムの混合溶液に浸漬した後にエッチングす
るフロスト処理を行っても構わない。
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【００５８】
　なお、エッチングによって粗面化しない側の面（本実施形態では凹面側であり、裏面に
相当）は、フィルムを貼る、保護膜と設ける等の手段でマスキングしても構わない。
【００５９】
　また、第１の実施形態に係る透明基材は、図５に示すように、基材１の屈曲面上に防眩
膜を設けることによって防眩層２とする方法によっても製造出来る。防眩膜は一般的には
ケイ素原子に結合した炭化水素基および加水分解性基を有するシラン化合物およびその加
水分解縮合物、アルコキシシランおよびその加水分解縮合物（ゾルゲルシリカ）、シラザ
ン等のシリカ前駆体を含む液状媒体を塗布することによって製造される。
【００６０】
　前記した液状媒体には粒子を含有させても良く、鱗片状粒子を含有させる場合には、塗
布前に液状媒体に含有させておくことが好ましい。液状媒体は、水のみであってもよく、
水と他の液体との混合液であってもよい。他の液体としては、例えば、アルコール類、ケ
トン類、エーテル類、セロソルブ類、エステル類、グリコールエーテル類、含窒素化合物
、含硫黄化合物等が挙げられる。
【００６１】
　液状媒体に含有されるシリカ前駆体と粒子との合計の含有量は、液状媒体中の固形分（
１００質量％）（ただし、シリカ前駆体はＳｉＯ２換算とする。）のうち、３０～１００
質量％が好ましく、４０～１００質量％がより好ましい。シリカ前駆体と粒子との合計の
含有量が３０質量％以上であれば、防眩膜の曲げ基材との密着性に優れ、防眩膜のクラッ
クや膜剥がれが抑えられるため好ましい。
【００６２】
　本実施形態では、図５に示すように、基材１の凸面側（表面側）に配置されたノズル９
から液状媒体を吹き付けることで基材１の屈曲面上に防眩膜の成膜を行う。ノズル９は一
般的なものを使用でき、例えば二流体スプレー、エアレス式、回転霧化式等の液滴形成方
法および静電コート方式のノズルを使用出来る。ここで、基材１が屈曲部を有しているた
め、ガラスの大きさに対してノズル９が十分に小さい場合、基材１における屈曲面の中央
領域と端部領域とではノズル９からの距離が異なる。具体的には、屈曲面の端部領域の方
が中央領域よりもノズル９からの距離が遠いため、スプレー液滴の塗着効率の低下により
凹凸構造が形成されづらく、焼成後の膜は中央領域と比べて端部領域の防眩性能が低く、
６０°鏡面光沢度が高くなる。
【００６３】
　本実施形態の透明基材の製造方法では、ノズル９の吐出口の面積を、ノズル９の方向か
ら見たときの基材１の面積（以下、平面視した時の基材の面積と称する。）の２０％以下
としている。ノズル９と基材１の屈曲面の中央領域および端部領域との距離に、積極的に
差を付けるような構成とすることで、中央領域の６０°鏡面光沢度と、前記端部領域の６
０°鏡面光沢度との差の絶対値が２０％超である透明基材を製造出来る。
【００６４】
　液状媒体を塗布する際の基材１の表面温度は、１５～５０℃が好ましく、２０～４０℃
がより好ましい。基材１の表面温度が１５℃以上であれば、液状媒体が速やかに蒸発する
ため、防眩層となるために充分な凸凹を形成しやすい。また、基材１の表面温度が５０℃
以下であれば、基材１と防眩膜との密着性が良好となる。
【００６５】
　液状媒体塗布後、焼成によって防眩層２を形成する。焼成は、液状媒体を基材に塗布す
る際に基材を加熱することによって塗布と同時に行ってもよく、液状媒体を基材に塗布し
た後、塗膜を加熱することによって行ってもよい。焼成温度は、３０℃以上が好ましく、
たとえば基材１がガラスである場合は１００～７５０℃がより好ましく、１５０～５５０
℃がさらに好ましい。
【００６６】
　（第２の実施形態）
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　図６は本発明の第２の実施形態に係る透明基材の製造方法の一形態を模式的に示した断
面図である。以下、図６を使用して本発明の第２の実施形態に係る透明基材の製造方法の
一例を説明する。
【００６７】
　本製造方法は、エッチングによって基材３の表面にある屈曲面を粗面化して防眩層４を
形成する方法である。図６に示すように、基材３の屈曲面の凹面側を表面として下にして
、処理槽７に満たされた処理液８に接触させる。その後、屈曲面の凹面側を下にした状態
のまま、徐々に基材３を引き上げていく。屈曲面の凹面側の端部領域ほど処理液８に接触
している時間が長くなるため、屈曲面の中央領域の６０°鏡面光沢度が１００％～１４０
％とすると、屈曲面の中央領域に比べて端部領域の表面粗さＲａが大きくなり、６０°鏡
面光沢度が８０％以上１２０％未満となる。なお、引き上げる速度は求める表面粗さＲａ
の変化具合に合わせて適宜変更出来る。なお、６０°鏡面光沢度は表面粗さＲａだけでは
なく、最大山高さや表面粗さＲｍｓ等のパラメータも影響するため、６０°鏡面光沢度の
値に応じて処理条件を調整することが好ましい。
【００６８】
　処理液８は公知のものを適宜使用出来るが、基材３がガラスの場合、フッ化水素溶液や
フッ化水素溶液とその他の溶液の混合溶液等のエッチング液を用いることが出来る。エッ
チング液に浸漬する前にフッ化水素とフッ化アンモニウムの混合溶液に浸漬した後にエッ
チングするフロスト処理を行っても構わない。
【００６９】
　また、第２の実施形態に係る透明基材は、図７に示すように、基材３の屈曲面上に防眩
膜を設けることによって防眩層４とする方法によっても製造出来る。防眩膜は一般的には
ケイ素原子に結合した炭化水素基および加水分解性基を有するシラン化合物およびその加
水分解縮合物、アルコキシシランおよびその加水分解縮合物（ゾルゲルシリカ）、シラザ
ン等のシリカ前駆体を含む液状媒体を塗布することによって製造される。
【００７０】
　前記した液状媒体には粒子を含有させても良く、鱗片状粒子を含有させる場合には、塗
布前に液状媒体に含有させておくことが好ましい。液状媒体は、水のみであってもよく、
水と他の液体との混合液であってもよい。他の液体としては、例えば、アルコール類、ケ
トン類、エーテル類、セロソルブ類、エステル類、グリコールエーテル類、含窒素化合物
、含硫黄化合物等が挙げられる。
【００７１】
　液状媒体に含有されるシリカ前駆体と粒子との合計の含有量は、液状媒体中の固形分（
１００質量％）（ただし、シリカ前駆体はＳｉＯ２換算とする。）のうち、３０～１００
質量％が好ましく、４０～１００質量％がより好ましい。シリカ前駆体と粒子との合計の
含有量が３０質量％以上であれば、防眩膜の曲げ基材との密着性に優れ、防眩膜のクラッ
クや膜剥がれが抑えられるため好ましい。
【００７２】
　本実施形態では、図７に示すように、基材３の凹面側（表面側）に配置されたノズル９
から液状媒体を吹き付けることで基材３の屈曲面上に防眩膜の成膜を行う。この際、ノズ
ル９と基材３とを相対的に移動させながら成膜を実施することが好ましく、例えば、図７
においてノズルを固定し、基材３を紙面左側から右側に移動させる。これにより基材３の
所望の位置に所望の防眩層４を形成できる。ノズル９は一般的なものを使用でき、例えば
二流体スプレーや静電コート方式のノズルを使用出来る。ここで、基材３が屈曲部を有し
ているため、ガラスの大きさに対してノズル９が十分に小さい場合、基材３における屈曲
面の中央領域と端部領域とではノズル９からの距離が異なる。具体的には、ノズルを固定
し、基材３を紙面左側から右側に移動した場合、基材３の屈曲面の中央領域の方が端部領
域よりもノズル９からの距離が遠いため、スプレー液滴の塗着効率の低下により凹凸構造
が形成されづらく、焼成後の膜は端部領域と比べて中央領域の防眩性能が低く、６０°鏡
面光沢度が高くなる。
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【００７３】
　本実施形態の透明基材の製造方法では、ノズル９の吐出口の面積を、平面視した時の基
材３の面積の２０％以下としている。ノズル９と基材３の屈曲面の中央領域および端部領
域との距離に、積極的に差を付けるような構成とすることで、中央領域の６０°鏡面光沢
度と、前記端部領域の６０°鏡面光沢度との差の絶対値が２０％超である透明基材を製造
出来る。
【００７４】
　液状媒体を塗布する際の基材３の表面温度は、１５～５０℃が好ましく、２０～４０℃
がより好ましい。基材３の表面温度が前記範囲の下限値以上であれば、液状媒体が速やか
に蒸発するため、防眩層となるために充分な凸凹を形成しやすい。また、基材３の表面温
度が前記範囲の上限値以下であれば、基材３と防眩膜との密着性が良好となるため好まし
い。
【００７５】
　液状媒体塗布後、焼成することによって防眩層４を形成する。焼成は、液状媒体を基材
に塗布する際に基材を加熱することによって塗布と同時に行ってもよく、液状媒体を基材
に塗布した後、塗膜を加熱することによって行ってもよい。焼成温度は、３０℃以上が好
ましく、たとえば基材３がガラスである場合は１００～７５０℃がより好ましく、１５０
～５５０℃がさらに好ましい。
【００７６】
　（第３の実施形態）
　本実施形態の透明基材の製造方法は前記した第１および第２の実施形態を組み合わせて
実施可能であるため詳細な説明は省略する。
【００７７】
　＜変形例＞
　以上説明したように、本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、実施形態の
各構成を相互に組み合わせることや、明細書の記載、並びに周知の技術に基づいて、当業
者が変更、応用することも本発明の予定するところであり、保護を求める範囲に含まれる
。
　例えば、基材や透明基材（以下、被加工物と記載）には以下のような工程・処理がされ
てもよい。
【００７８】
　被加工物の少なくとも一方の主面を研削・研磨加工を実施してもよい。
【００７９】
　（端面加工・孔あけ加工工程）
　被加工物の端面は、面取加工等の処理がなされていてもよい。機械的な研削により一般
的にＲ面取、Ｃ面取と呼ばれる加工を実施するのが好ましいが、エッチング等で加工を行
ってもよく、特に限定されない。また、平板状の被成形ガラスを予め端面加工してから成
形工程を経て屈曲部を有する基材としてもよい。
　また成形工程前後問わず、被加工物に孔あけ加工や切断工程を行ってもよい。
【００８０】
　（強化工程）
　被加工物がガラスである場合、該被加工物に表面圧縮応力層を形成する強化処理方法と
して、物理強化法や化学強化法が利用できる。ガラス主面が強化処理された被加工物は、
機械的強度が高くなる。本構成においては、いずれの強化手法を採用してもよいが、厚み
が薄くかつ表面圧縮応力（ＣＳ）値が大きな被加工物を得る場合には、化学強化法によっ
て強化するのが好ましい。
　強化処理工程は、成形工程後に実施することが好ましい。
【００８１】
　［化学強化工程］
　被加工物に、化学強化により表面に圧縮応力層を形成し、強度及び耐擦傷性を高められ
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る。化学強化は、ガラス転移点以下の温度でイオン交換によりガラス表面のイオン半径が
小さなアルカリ金属イオン（典型的には、Ｌｉイオン、Ｎａイオン）を、イオン半径のよ
り大きなアルカリ金属イオン（典型的には、Ｌｉイオンに対してはＮａイオン、Ｎａイオ
ンに対してはＫイオン）に交換することで、ガラス表面に圧縮応力層を形成する処理であ
る。化学強化処理は従来公知の方法によって実施でき、一般的には硝酸カリウム溶融塩に
ガラスを浸漬する。この溶融塩に炭酸カリウムを１０質量％以下入れて使用してもよい。
これによりガラスの表層のクラックなどを除去でき高強度のガラスを得られる。他に硝酸
ナトリウムなどを混合した硝酸カリウム混合塩を使用してもよく、硝酸カリウム溶融塩中
に水蒸気や炭酸ガスなどを吹き込んでもよい。化学強化時に硝酸カリウムに硝酸銀などの
銀成分を混合することで、ガラスがイオン交換され銀イオンを表面に有し、抗菌性が付与
される。
【００８２】
　（印刷層形成）
　基材の裏面の少なくとも一部に印刷層を有することも好ましい。印刷層は、用途に応じ
て種々の印刷方法、インキ（印刷材料）により形成されて良い。印刷方法としては、例え
ば、スプレー印刷、インクジェット印刷やスクリーン印刷を利用できる。これらの方法に
より、面積の広い被加工物でも良好に印刷できる。特に、スプレー印刷では、屈曲部を有
する被加工物に印刷しやすく、印刷面の表面粗さを調整しやすい。一方、スクリーン印刷
では、広い被加工物に平均厚さが均一になるように所望の印刷パターンを形成しやすい。
また、インキは、複数使用してよいが、印刷層の密着性の観点から同一のインキであるの
が好ましい。印刷層を形成するインキは、無機系でも有機系であってもよい。
【実施例】
【００８３】
　以下、実施例を示して本発明を詳細に説明する。ただし、本発明は、以下の記載によっ
ては限定されない。
　例１～３のうち、例１および例２は実施例であり、例３は比較例である。
　各例で使用した評価方法および材料を以下に示す。
【００８４】
＜評価方法＞
　「６０゜鏡面光沢度」は、ＪＩＳ　Ｚ８７４１：１９９７の６０゜鏡面光沢度に規定さ
れている方法で、光沢度計（コニカミノルタ社製、ＭＵＬＴＩ　ＧＬＯＳＳ　２６８Ｐｌ
ｕｓ）を用い、防眩層付き基材の裏面反射は消さず測定した。
　「ヘイズ」は、ＪＩＳ　Ｋ７１３６：２０００（ＩＳＯ１４７８２：１９９９）に記載
された方法によって測定され、ヘイズメーター（村上色彩研究所社製、ＨＲ－１００型）
を用いて測定した。
　「算術平均粗さＲａ」は、ＪＩＳ　Ｂ０６０１：２００１（ＩＳＯ４２８７：１９９７
）に記載された方法によって測定し、表面粗さ測定機（東京精密社製、サーフコム１３０
Ａ）を用いて測定した。測定長さは４ｍｍとした。
【００８５】
＜静電塗装法により成膜した基材の作製；例１および例２＞
［使用材料］
　（鱗片状シリカ粒子分散液（ａ）の製造）
　特開２０１４－０９４８４５号公報に記載された実施例１と同様の工程により、シリカ
分散体を作製後、酸処理して洗浄、アルカリ処理、湿式解砕し、最後にカチオン交換した
シリカ分散体を作製した。カチオン交換後のシリカ分散体を限外濾過膜（ダイセンメンブ
レンシステム製、ＭＯＬＳＥＰ（登録商標）、分画分子量：１５００００）にて処理し、
濃度調整した。
　得られたシリカ分散体（鱗片状シリカ粒子分散液（ａ））からシリカ粒子を取り出し、
ＴＥＭにて観察したところ、不定形シリカ粒子を実質的に含まない鱗片状シリカ粒子のみ
であることが確認された。
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　鱗片状シリカ粒子分散液（ａ）に含まれる鱗片状シリカ粒子の平均粒子径は、湿式解砕
後と同じであり、０．１８２μｍであった。平均アスペクト比は１８８であった。
　赤外線水分計で計測した鱗片状シリカ粒子分散液（ａ）の固形分濃度は５．０質量％で
あった。
【００８６】
　（ベース液（ｂ）の調製）
　変性エタノール（日本アルコール販売社製、ソルミックス（登録商標）ＡＰ－１１、エ
タノールを主剤とした混合溶媒、沸点７８℃。以下同じ。）の３４．３ｇを撹拌しながら
、シリケート４０（多摩化学工業社製、テトラエトキシシランおよびその加水分解縮合物
の混合物、固形分濃度（ＳｉＯ２換算）：４０質量％、溶媒：エタノール（１０％以下）
。以下同じ。）の４．２ｇおよび鱗片状シリカ粒子分散液（ａ）の２．０ｇを加え、３０
分間撹拌した。これに、イオン交換水の３．６ｇおよび硝酸水溶液（硝酸濃度：６１質量
％）の０．０６ｇの混合液を加え、６０分間撹拌し、固形分濃度（ＳｉＯ２換算）が４．
０質量％のベース液（ｂ）を調製した。なお、ＳｉＯ２換算固形分濃度は、シリケート４
０のすべてのＳｉがＳｉＯ２に転化したときの固形分濃度である。
【００８７】
　（シラン化合物溶液（ｃ）の調製）
　変性エタノールの３．８５ｇを撹拌しながら、イオン交換水の０．４ｇおよび硝酸水溶
液（硝酸濃度：６１質量％）の０．０１ｇの混合液を加え、５分間撹拌した。次いで、１
，６－ビス（トリメトキシシリル）ヘキサン（信越化学工業社製、ＫＢＭ－３０６６、固
形分濃度（ＳｉＯ２換算）：３７質量％）の０．５ｇを加え、ウォーターバス中６０℃で
１５分間撹拌し、固形分濃度（ＳｉＯ２換算）が４．３質量％のシラン化合物溶液（ｃ）
を調製した。
【００８８】
　（組成物（ｄ）の調製）
　ベース液（ｂ）の４４．１ｇを撹拌しながら、シラン化合物溶液（ｃ）の４．８ｇを加
え、６０分間撹拌した。これに、変性エタノールの１４６．７ｇを加え、室温で３０分間
撹拌し、固形分濃度（ＳｉＯ２換算）が１．０質量％の組成物（ｄ）を得た。
【００８９】
［基材の準備］
　曲げ基材として、図７に示すような屈曲部と平坦部を備えた形状のアルミノシリケート
ガラス（ドラゴントレイル（商品名）；旭硝子社製、サイズ：ｘ＝５００ｍｍ、ｙ＝２０
０ｍｍ（曲げ深さｈ＝６５ｍｍ）、厚さｔ＝１．１ｍｍのガラス基板。）を用意した。前
記曲げ基材について化学強化処理を行い、ＣＳ７５０ＭＰａ、圧縮応力層深さ（ＤＯＬ）
２８μｍの圧縮応力層を形成した。該ガラスの表面を酸化セリウム分散水で洗浄後、イオ
ン交換水でリンスし、乾燥させた。なお、使用した曲げ基材を上に凸になるように平坦面
に載置し、平坦面との接地点を高さ０％、平坦面と最も遠い距離にある点を高さ１００％
とした場合、中央領域とは９０～１００％の高さの５８．５～６５ｍｍの領域であり、端
部領域とは０～１０％の高さの０～６．５ｍｍの領域である。
【００９０】
［静電塗装装置］
　静電塗装装置（液体静電コーター、旭サナック社製）を用意し、静電塗装ガンとしては
、回転霧化式自動静電ガン（旭サナック社製、サンベル、ＥＳＡ１２０、７０φカップ）
を用意した。
　基材を載置するための導電性基板として、カーボン製の導電性基板を用意した。これら
導電性基板は成膜を行う曲げ基材との接触面と一致する形状となるように加工した。
【００９１】
［静電塗装］
　（例１）
　静電塗装装置のコーティングブース内の温度を２５±１℃、湿度を５０％±１０％に調
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節した。
　静電塗装装置のチェーンコンベア上に、カーボン製の導電性基板を介して曲げ基材を置
いた。チェーンコンベアで等速搬送しながら、曲げ基材のトップ面（フロート法による製
造時に溶融スズに接した面の反対側の面）に、表１に示す塗布条件による静電塗装法によ
って組成物（ｄ）を塗布した後、大気中、３００℃で６０分間焼成し、防眩膜付き曲げ基
材を得た。なお、防眩膜中のシリカ含有量は９０％以上であった。
【００９２】
　（例２）
コート回数以外は例１と同様の条件で静電塗装を行った。例１および例２の塗布条件につ
いて表１に示す。例１、例２ともに凹面側に成膜を行った。
【００９３】
【表１】

【００９４】
　（例３）
　例３は例１および例２とは異なり、スプレー法により凹面側に成膜した。
［使用材料］
　ＶＡＵノズルのエア吐出圧を０．４ＭＰａに設定し、洗浄済みの曲げ基材上を７５０ｍ
ｍ／分の速度で横方向に移動し、次いで、前方へ２２ｍｍ移動し、そこから曲げ基材上を
７５０ｍｍ／分のスピードで横方向に移動する。このとき、ガラスとＶＡＵノズルの距離
は２００ｍｍで一定となるように走査した。ＶＡＵノズルの移動は、あらかじめ９０℃±
３℃に加熱しておいた洗浄済みの曲げ基材の全面をＶＡＵノズルがスキャニングするまで
実施する。この方法で基材の全面に組成物を塗布したものを１面コート品と呼ぶ。その上
に、さらに同じ方法でもう１回組成物を塗布することも出来る。同様に塗り重ねしていく
ことで、３面以上のコート品が得られる。表２に示す塗布条件によって組成物（ｄ）を塗
布した後、大気中、３００℃で６０分間焼成し、防眩膜付き曲げ基材を得た。
【００９５】

【表２】

【００９６】
＜評価結果＞
　例１～３の透明基材について、６０°鏡面光沢度および表面粗さＲａついての評価を行
った。結果を表３に示す。例１および例２の透明基材は、屈曲面の中央領域（平坦面から
の高さ６１ｍｍおよび６２ｍｍが相当）と端部領域（平坦面からの高さ４ｍｍが相当）と
の６０°鏡面光沢度の差の絶対値が２０％超であった。また、欠点なども観察されず美観
に優れた防眩膜であった。一方、例３の透明基材は、平坦部も屈曲部も同等の６０°鏡面
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【００９７】
【表３】

【符号の説明】
【００９８】
１、３、５　基材
２、４、６　防眩層
７　処理槽
８　処理液
９　ノズル
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